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●「扶養親族等申告書」とは？
老齢年金には、『雑所得』として所得税および復興特別所得税がかかります。

（障害年金・遺族年金には税金はかかりません。）

来年２月以降に受給する年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に、「扶

養親族等申告書」を提出する必要があります。

●どのような人が対象者なの？
老齢または退職を支給事由とする年金の支給額が以下に該当する方です。

①６５歳未満の方：１０８万円以上

②６５歳以上の方：１５８万円以上

※�退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職共済年金の支給額が

８０万円以上

●「扶養親族等申告書」が届いたらどうしたらいいの？
同封されている手引きをよく読みご記入ください。返信用封筒が同封されていますので、切手を貼って投函し

てください。

日本年金機構のホームページ（URL:�https://www.nenkin.go.jp）では、扶養親族等申告書の具体的な記入方法、

Ｑ＆Ａがご覧いただけます。また、お問い合わせに自動でお答えする相談チャットも開設しており、24時間いつ

でも対応しています。その他にご不明な点がある場合は、「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」又は函館

年金事務所にお問い合わせください。

《扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルTEL～0570−081−240》

●提出しないといけないの？
　「扶養親族等申告書」を提出されない場合は、各種控除が受けられませんので、昨年から変更がない、提出期

限を過ぎてしまった・・という方も提出しましょう。

※�年金に係る所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出された「扶養親族等申告書」

をもとに行われています。

提出が不要な場合があります

各種控除に該当しない方（受給者本人が障害者・寡婦（寡夫）等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶

養親族がいない方など）は、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。

申告書の電子申請サービスがスタートしました！
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルより申告書の提出ができ、郵送する手間や切手代

が不要となりますので、ぜひご利用下さい。

【ご注意】�手続きには、署名用電子証明書が必要となります。詳しくは、郵送される申告書に同封の電子
申請案内リーフレットをご覧下さい。

～国民年金保険料は忘れずに納めましょう！～～国民年金保険料は忘れずに納めましょう！～
＝年金は世代と世代の支え合い＝

お問い合わせ先 町 民 課 戸 籍 医 療 年 金 係　（ＴＥＬ　２−２４５３）
函館年金事務所　国民年金課　（ＴＥＬ　０１３８−５６−１１６５）

令和６年分公的年金等の令和６年分公的年金等の
扶養親族等申告書の提出について扶養親族等申告書の提出について

　日本年金機構より、例年９月中旬から、順次対象となる方
へ発送されています。
※対象とならない方には送付されませんので、提出の必要はありません。


